
（様式第４号）(要領第６の２(1)関係）

平成24年度事務事業評価一覧表　（23年度実施事業分） 部局名：　議会事務局　

最終予算額
（千円）

決算額
（千円）

担当課（室）

1,004,655 1,001,009 □ 増加 ■ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい □ 当面余地なし ■ 当面余地なし

議会事務局総務課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり

350,384 345,788 □ 増加 ■ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい □ 当面余地なし ■ 当面余地なし

議会事務局総務課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり

197,442 195,337 □ 増加 ■ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい □ 当面余地なし ■ 当面余地なし

議会事務局総務課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり

事務事業名

実施根拠

実施方法

地方自治法第89号

地方自治法第100条
政務調査費の交付に関する
条例

事　業　の　評　価事　業　の　概　要

ニーズの変化
県の関与を
見直す余地

事業改善（有効性・
効率性）の余地

事業の目的 事業内容

事業の成果と課題

・知事提出議案：178件中、全件原案可決
・議員提出議案：32件中、29件原案可決、
                3件否決
・委員会提出議案：6件中、全件原案可決
・請願・陳情：222件中、採択160件、
　　　　　　不採択6件、継続審査56件、

議会及び議員活動
に関する事業

直接

　県の意思を決定する議決機関とし
て、条例の制定改廃や予算などの事
項について審議するととともに、執
行機関を監視・牽制することによ
り、県の健全な発展と適正な行政運
営に資することを目的としている。

・会期日数：81日
・本会議開催日数：32日
・委員会開催日数：129日
・知事提出議案：178件
・議員提出議案：32件
・委員会提出議案：6件
・請願・陳情：222件

・本会議傍聴者数：2,893名
・インターネットライブ中継アクセス件数
　　　　　　　　　　　：27,481件
・議会ＨＰアクセス件数：661,766件
・こんにちは県議会の開催(２回）
「県政報告会・ふれあいミーティング」
　　計 281名

・条例本則で規定されている月額31万円の
交付額を平成15年5月以降附則により29万円
（全国41位）に減額している。
・政務調査費に係る全ての証拠書を公開し
ている。

議会運営に関する
事業

　事務局において、会議事務、行政
事務を処理することにより、議会審
議の適正かつ円滑な運営を図るとと
もに、広報活動を行うことにより県
民に身近な開かれた議会を目指して
いる。

・会議録作成、議員会館の運営、議
会図書室の運営、議会広報（新聞掲
載、議会ホームページ)、本会議イン
ターネット中継　等の実施
・議員が県民等と意見交換する「こ
んにちは県議会」を実施

直接

地方自治法第138条

政務調査に関する
事務

　議会の会派に政務調査費を交付す
ることにより、議員の調査研究活動
の基盤を充実させ、ひいては議会の
審議能力を強化し、議会を活性化す
ることを目的としている。

・交付先：議会における会派
・交付方法：四半期ごと
・交付額（１回当たり）：
　  29万円×会派所属議員数×3月
・交付対象経費：
　　調査研究費、研修費、会議費、
　　資料作成費、資料購入費、
　　広報費、事務費、人件費

補助

議会事務局1


